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(57)【要約】
【課題】　電磁誘導結合の通信により発生する磁界の影
響下において測定誤差の発生を回避する。
【解決手段】　測定した生体情報を通信により送信可能
な生体情報測定装置において、生体情報を測定するセン
サ部と、電磁誘導結合により通信を行う通信部を備え、
センサ部が生体情報を測定している際に、通信部が外部
から通信に用いるキャリア信号を受信した場合に、生体
情報の測定を中断、又は停止することを特徴とする、生
体情報測定装置。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
測定した生体情報を通信により送信可能な生体情報測定装置において、
生体情報を測定するセンサ部と、電磁誘導結合により通信を行う通信部を備え、
センサ部が生体情報を測定している際に通信部が外部から通信に用いるキャリア信号を受
信した場合に生体情報の測定を中断、又は停止することを特徴とする生体情報測定装置。
【請求項２】
測定した生体情報を通信により送信可能な生体情報測定装置において、
生体情報を測定するセンサ部と、生体情報を記憶する記憶部と、電磁誘導結合により通信
を行う通信部を備え、
センサ部が生体情報を測定している際に通信部が外部から通信に用いるキャリア信号を受
信した場合に、測定中に通信を実施したという情報を測定データと共に記憶部に記憶する
ことを特徴とする生体情報測定装置。
【請求項３】
前記生体情報測定装置は、生体情報を測定中の前記生体情報測定装置であって、通信部の
状態を示す表示部を備えることを特徴とする請求項１，２のいずれかに記載の生体情報測
定装置。
【請求項４】
前記生体情報測定装置は、電子体温計、電子血圧計、血糖計、酸素飽和度計、心電計のう
ちのいずれかであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の生体情報測定装置
。
【請求項５】
測定した生体情報を通信により送信可能な生体情報測定装置と、生体情報測定装置が保持
する測定データを通信により収集する読取装置によって構成される生体情報収集システム
であって、
前記生体情報測定装置は、生体情報を測定するセンサ部と、電磁誘導結合により通信を行
う通信部を備え、
前記読取装置は、前記生体情報測定装置と電磁誘導結合により通信を行う通信部を備え、
前記生体情報測定装置のセンサ部が生体情報を測定している際に、前記読取装置が出力す
るキャリア信号を前記生体情報測定装置が受信した場合に、前記生体情報測定装置は測定
中であること通信部を介して前記読取装置に通知し、前記読取装置は通信を中断又は停止
することを特徴とする生体情報収集システム。
【請求項６】
前記読取装置において、前記生体情報測定装置が測定中であることの通知を通信により検
知した場合に、前記生体情報測定装置が測定中であることを示す表示部を備えることを特
徴とする請求項５記載の生体情報収集システム。
【請求項７】
　前記生体情報測定装置は、電子体温計、電子血圧計、血糖計、酸素飽和度計、心電計の
うちのいずれかであることを特徴とする請求項５～６のいずれかに記載の生体情報収集シ
ステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の生体情報を測定する生体情報測定装置及び読取装置を含む生体情報収
集システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療施設においては、患者の健康状態を把握する目的で、体温や血圧、血糖値、
酸素飽和度、心電図等の各種バイタルデータ（患者の生体情報）の収集ならびに管理を行
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っている。看護師は、体温計（電子体温計）、血圧計（電子血圧計）、血糖計等の各種測
定装置の示す測定データを、患者毎、測定毎に記録しており、近年の医療施設においては
測定データなどの電子データによる記録・保存が進んでいる。測定データの記録方法につ
いて、作業効率の向上や入力ミスの削減の観点から、無線通信を用いる試みがなされてい
る。無線通信の通信距離が長い場合には患者と測定データとの関係付けを明確にすること
が困難であるため、生体情報測定装置と測定データを収集する読取装置との通信にＲＦＩ
Ｄ通信技術を応用した電磁誘導結合による近距離通信が検討されている。この技術では、
生体情報測定装置がデータを送信する際に読取装置が発生する13.56ＭＨｚのキャリア周
波数に対して負荷変調を行う方式を採用することで、生体情報測定装置において通信回路
の小型化・低消費電力化が可能となる。
【０００３】
一方、医療用途の生体情報測定装置では外来電磁界雑音が測定に影響を及ぼすため、電気
回路の一部にフィルタを設置し、金属箔などによる電磁シールドを行うことで電磁界雑音
への耐性を高めている。また、特許文献１では外来電磁界雑音をセンシングする手段を備
え、所定レベル以上の電磁界雑音を検知した場合に測定データの記憶手段への書込みの停
止により誤動作の発生を防止しており、特許文献２では測定に影響を及ぼす動作機能を停
止させることで誤動作の発生を防止する試みがなされている（特許文献１：特開２００５
－２０４９４０号公報、特許文献２：特開２００７－１５１９４１号公報）。
【０００４】
電磁誘導結合による通信を採用している生体情報収集システムでは読取装置から積極的に
磁界が印加される。微弱な生体情報を測定する生体情報測定装置において、電磁誘導結合
によって発生する磁界は電磁界雑音として測定に影響を及ぼし、測定誤差を発生させる問
題があった。
【特許文献１】特開２００５－２０４９４０号公報
【特許文献２】特開２００７－１５１９４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、電磁誘導結合の通信により発生する磁
界の影響下において測定誤差の発生を回避する生体情報測定装置及び読取装置を提供する
ことを目的とする。
【０００６】
上記の目的を達成するために、本発明において生体情報測定装置は、生体情報を取得する
為のセンサ部と、測定データや通信部の通信状態を表示する表示部と、測定データを記憶
する為の記憶部と、電磁誘導結合による通信を行う通信部と、測定・表示・記録・通信の
各機能を制御する制御部により構成される。読取装置（リーダ装置）は、取得した測定デ
ータや通信状態を表示する表示部と、取得した測定データを記憶する為の記憶部と、電磁
誘導結合による通信を行う通信部と、表示・記録・通信の各機能を制御する制御部により
構成される。また、生体情報測定装置は、電子体温計、電子血圧計、血糖計、酸素飽和度
計、心電計のうちのいずれかで構成される。
【０００７】
上記の目的を達成するために、本発明の生体情報収集システムにおいて、生体情報測定装
置は、生体情報を測定し、測定後に生体情報測定装置及び読取装置（リーダ装置）の通信
部を接近させて測定データを読取装置に転送する。ただし、センサ部が生体情報を測定中
に通信部が外部からの通信要求を受けると（キャリア信号を受信すると）、生体情報測定
装置は測定中に通信が行われたことを表示部に表示し、センサ部の測定を中断又は中止を
実施するか、測定中に通信が行われたことを測定データとあわせて記憶部に記憶して測定
を継続することを特徴とする。また、生体情報測定装置が測定中に外部からの通信要求を
うけた場合、生体情報測定装置は通信部を用いて測定中であることを読取装置に通知する
と共に、読取装置はその通知を受けて生体情報測定装置が測定中であることを表示部に表
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示し、通信を中断又は停止を行ってもよい。また、生体情報測定装置は、電子体温計、電
子血圧計、血糖計、酸素飽和度計、心電計のうちのいずれかで構成される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、電磁誘導結合による通信により発生する磁界の影響下において測定誤
差の発生を回避する生体情報測定装置及び読取装置を含む生体情報収集システムを実現す
ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、必要に応じて添付図面を参照しながら本発明の各実施形態を詳細に説明するが、
実施形態に限定されるものではない。
【００１０】
１．生体情報収集システムの構成
　図１は本発明において、生体情報測定装置及び読取装置によって構成される生体情報収
集システム１００を示す図である。
【００１１】
　１１０は生体情報測定装置であり、電子体温計、電子血圧計、血糖計、酸素飽和度計、
心電計等の患者１３０から生体情報を測定するための装置の総称であり、これらの装置を
1つまたは任意の組合せた装置である。生体情報測定装置１１０は、患者１３０の生体情
報を測定後、通信部１１６により測定データを送信する。生体情報測定装置１１０は、一
定期間特定の患者１３０に用いられる場合や、不特定多数の患者１３０に対して用いられ
る場合など様々である。１２０は読取装置であり、生体情報測定装置１１０によって測定
された測定データを、通信を用いて生体情報測定装置１１０から収集する装置である。読
取装置１２０は、看護師などが持ち運ぶノートパソコンや専用端末であり、生体情報測定
装置１１０と通信を行うための通信部１２５を備える。看護師は病棟を巡回する際に読取
装置１２０を所持し、生体情報測定装置１１０から患者の生体情報を収集して記録するた
めに用いる。
【００１２】
２．各装置の構成
　以下、生体情報測定装置１１０及び読取装置１２０によって構成される生体情報収集シ
ステム１００の各装置について詳細を説明する。
【００１３】
２．１　生体情報測定装置（１１０）
　生体情報測定装置１１０は、マイクロコンピュータなどのＣＰＵとＣＰＵにより実行さ
れる装置全体の制御プログラムや各種データを記憶するＲＯＭとワークエリアとして測定
データや各種データを一時的に記憶するＲＡＭなどを備える制御部１１１と、サーミスタ
・圧力計・フォトセンサ等から得られた電気的情報から生体情報である測定データを確定
するためのセンサ部１１２と、測定データや測定状況などの情報を記憶する記憶部１１３
と、測定データや通信部１１６の通信状態等を表示するためのＬＣＤやＬＥＤ等の表示部
１１４と、各ブロックが動作する為に電源を供給する電源部１１５と、１３.５６ＭＨｚ
をキャリア周波数とした電磁誘導結合により測定データを読取装置１２０に送信するため
の通信部１１６を備える。
【００１４】
図２及び図３に生体情報測定装置１１０の具体例である電子体温計を示す。体温計２００
は、筐体２０１と、金属キャップ２０５中に液密に内蔵された、サーミスタにより実現さ
れるセンサ部（図１では参照符号１１２）と、ＬＣＤ等により実現される表示部２０２（
図１では参照符号１１４）を備える。表示部２０２の中には、体温等の測定データを表示
する測定データ表示部２０４と、測定中に通信部が通信を行ったことを示す通信状態表示
部２０３とを備える。
【００１５】
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生体情報測定装置１１０のセンサ部１１２において、生体情報測定装置が電子血圧計の場
合はカフ圧を測定する為の圧力センサを、体情報測定装置が血糖計の場合は試験紙に照射
した光の反射光を測定可能な受光素子を、体情報測定装置が酸素飽和度計の場合は血管に
照射した光の反射光を測定可能な受光素子を、体情報測定装置が心電計の場合は電位を測
定可能な計測素子を備え、制御部１１１による処理を行った後に測定データとして記憶部
１１３に記憶する。また、電子体温計同様に、測定中に通信部が通信を行ったことを示す
通信状態表示部を表示部１１４に備える。
【００１６】
２．２　読取装置（１２０）
読取装置１２０は、マイクロコンピュータなどのＣＰＵとＣＰＵにより実行される装置全
体の制御プログラムや各種データを記憶するＲＯＭとワークエリアとして測定データや各
種データを一時的に記憶するＲＡＭなどを備える制御部１２１と、測定装置から受信した
測定データなどの情報を記憶する記憶部１２２と、収集した測定データや通信部１２５の
通信状態等を表示するためのＬＣＤやＬＥＤ等の表示部１２３と、各ブロックが動作する
為に電源を供給する電源部１２４と、１３.５６ＭＨｚをキャリア周波数とした電磁誘導
結合により測定データを生体情報測定装置１１０から受信するための通信部１２５を備え
る。
【００１７】
図４に読取装置１２０の具体例であるリーダ装置を示す。リーダ装置３００は、ＬＣＤ等
により実現される表示部３０２（図１では参照符号１２３）と、生体情報測定装置１１０
の通信部１１６と通信を行う為に通信部３０５（図１では参照符号１２５）を備える。表
示部３０２の中には、生体情報測定装置１１０の測定データを表示する測定データ表示部
３０４と、測定中に通信部が通信を行ったことを示す通信状態表示部３０３とを備える。
【００１８】
図４ではリーダ装置を専用端末として記述しているが、汎用のノートパソコンなどによっ
ても構成可能であり、通信部３０５については筐体３０１に内蔵するか、有線にて接続さ
れた外部装置として構成することも可能である。
【００１９】
３．１　生体情報収集システム１００における処理の流れ（電子体温計の場合）
次に、生体情報収集システム１００の運用例（図１参照）を示し、本発明の処理の流れを
図５を用いて説明する。なお、以下では生体情報測定装置１１０として、図２、３を用い
て上述した電子体温計を用いた場合を説明する。生体情報測定装置１１０及び読取装置（
リーダ装置）１２０において実施される一連の処理は制御部１１１及び制御部１２１のＣ
ＰＵにおいて実行される。
【００２０】
ステップ（１）において、看護師が生体情報測定装置１１０を用いて患者１３０の体温を
測定する。電子体温計２００（図２参照）においては、センサ部１１２において数Ｈｚ～
数ｋＨｚのサンプリング周期で数秒～数分間体温を測定し、患者１３０の体温を予測測定
または実測定を行う。
【００２１】
一方で、読取装置１２０は通信を行うため、通信部１２５からキャリア周波数１３.５６
ＭＨｚ（キャリア信号）の出力を行う（ステップ（２））。読取装置１２０の通信部１２
５と生体情報測定装置１１０の通信部１１６との距離が所定距離以下、例えば１０ｃｍ以
下に接近または接触することで、読取装置１２０の通信部１２５の出力が生体情報測定装
置１１０の通信部１１６において受信される（ステップ（３））。
【００２２】
生体情報測定装置１１０の1つである電子体温計２００は、連続してセンサ部１１２で取
得された測定データから患者１３０の体温値の演算（測定）を行うため、ステップ（３）
において読取装置１２０の通信部１２５からの出力を生体情報測定装置１１０の通信部１
１６において受信すると、生体情報測定装置１１０はセンサ部１１２にて実施している演
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算及び／または測定を停止または中断する。電子体温計２００は、通常の測定時において
は図２のように表示部１１４の通信状態表示部２０３を消灯しているが、体温測定中に通
信部１１６に通信を受信して測定データが確定できない場合には、図３のように表示部１
１４の通信状態表示部２０３を点灯または点滅する。これにより看護師は測定が実施でき
ない理由を容易に判読可能となり、生体情報測定装置１１０と測定を妨害する読取装置１
２０（他の読取装置も含む）や他の電子機器との距離を離すなどの対応が可能となる。
【００２３】
ステップ（３）からステップ（４）の間にて実施される通信では、生体情報測定装置１１
０から読取装置１２０に送信すべき測定データがないことや、生体情報測定装置１１０が
電子体温計であることなどの情報を通知可能とする。ステップ（３）からステップ（４）
の間にて実施される通信において、生体情報測定装置１１０が測定中であることを受信し
た読取装置１２０は、通信部１２５の動作を停止させることでステップ（３）からステッ
プ（４）の期間を短くすることが可能となる。
【００２４】
ステップ（４）において、読取装置１２０の通信部１２５と生体情報測定装置１１０の通
信部１１６との距離が所定距離、例えば１０ｃｍ以上離れるか、又は通信が終了すること
により、読取装置１２０の通信部１２５からの出力が生体情報測定装置１１０の通信部１
１６において受信されなくなる。そうすることで生体情報測定装置１１０はセンサ部１１
２を再度動作させることで測定を再開する。その際、表示部１１４の通信状態表示部２０
３は消灯させる。
【００２５】
ステップ（５）において、生体情報測定装置１１０は測定・演算を終了し、測定データを
表示部１１４に表示すると共に、記憶部１１３に記憶する。ステップ（５）以降において
、読取装置１２０からの通信要求があった場合、生体情報測定装置１１０は記憶部１１３
に記憶してある測定データを通信部１１６により読取装置１２０に送信可能となる。
【００２６】
生体情報測定装置１１０において測定データが確定した場合、看護師は生体情報測定装置
１１０の通信部１１６を読取装置１２０の通信部１２５の距離を通信可能な距離に近づけ
、測定データを電磁誘導結合による通信で生体情報測定装置１１０から読取装置１２０に
転送させる。
【００２７】
３．２　生体情報収集システム１００における処理の流れ（電子血圧計の場合）
次に、以下では、生体情報測定装置１１０として、電子血圧計を用いた場合を説明する。
生体情報測定装置１１０及び読取装置１２０において実施される一連の処理は制御部１１
１及び制御部１２１のＣＰＵにおいて実行される。
【００２８】
ステップ（１）において、看護師が生体情報測定装置１１０を用いて患者１３０の血圧を
測定する。電子血圧計においては、センサ部１１２において数Ｈｚ～数十ｋＨｚのサンプ
リング周期で数秒～数分間カフ圧を測定し、患者１３０の最高（収縮期）・最低（拡張期
）血圧の測定を行う。
【００２９】
一方で、読取装置１２０は通信を行うため、通信部１２５からキャリア周波数１３.５６
ＭＨｚ（キャリア信号）の出力を行う（ステップ（２））。読取装置１２０の通信部１２
５と生体情報測定装置１１０の通信部１１６との距離が所定距離以下、例えば１０ｃｍ以
下に接近または接触することで、読取装置１２０の通信部１２５の出力が生体情報測定装
置１１０の通信部１１６において受信される（ステップ（３））。
【００３０】
電子血圧計は、連続してセンサ部１１２で取得された測定データから患者１３０の血圧値
の演算（測定）を行うため、ステップ（３）において読取装置１２０の通信部１２５から
の出力を生体情報測定装置１１０の通信部１１６において受信すると、生体情報測定装置
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１１０はセンサ部１１２にて実施している測定を停止または中断する。電子血圧計は、通
常の測定時においては表示部１１４の通信状態表示部を消灯しているが、血圧測定中に通
信部１１６に通信を受信して測定データが確定できない場合には、表示部１１４の通信状
態表示部を点灯する。これにより看護師は測定が実施できない理由を容易に判読可能とな
り、生体情報測定装置１１０と測定を妨害する読取装置１２０（他の読取装置も含む）や
他の電子機器との距離を離すなどの対応が可能となる。
【００３１】
ステップ（３）からステップ（４）の間にて実施される通信では、生体情報測定装置１１
０から読取装置１２０に送信すべき測定データがないことや、生体情報測定装置１１０が
電子血圧計であることなどの情報を通知可能とする。ステップ（３）からステップ（４）
の間にて実施される通信において、生体情報測定装置１１０が測定中であることを受信し
た読取装置１２０は、通信部１２５の動作を停止させることでステップ（３）からステッ
プ（４）の期間を短くすることが可能となる。
【００３２】
ステップ（４）において、読取装置１２０の通信部１２５と生体情報測定装置１１０の通
信部１１６との距離が所定距離、例えば１０ｃｍ以上離れるか、又は通信が終了すること
により、読取装置１２０の通信部１２５からの出力が生体情報測定装置１１０の通信部１
１６において受信されなくなる。そうすることで生体情報測定装置１１０は再度測定が可
能となる。その際、表示部１１４の通信状態表示部は消灯させる。
【００３３】
ステップ（５）において、生体情報測定装置１１０は測定を終了し、測定データを表示部
１１４に表示すると共に、記憶部１１３に記憶する。ステップ（５）以降において読取装
置１２０からの通信要求があった場合、生体情報測定装置１１０は記憶部１１３に記憶し
てある測定データを通信部１１６により読取装置１２０に送信可能となる。
【００３４】
生体情報測定装置１１０において測定データが確定した場合、看護師は生体情報測定装置
１１０の通信部１１６を読取装置１２０の通信部１２５の距離を通信可能な距離に近づけ
、測定データを電磁誘導結合による通信で生体情報測定装置１１０から読取装置１２０に
転送させる。
【００３５】
３．３　生体情報収集システム１００における処理の流れ（血糖計、酸素飽和度計の場合
）
次に、生体情報測定装置１１０として、血糖計、又は酸素飽和度計を用いた場合を説明す
る。生体情報測定装置１１０及び読取装置１２０において実施される一連の処理は制御部
１１１及び制御部１２１のＣＰＵにおいて実行される。
【００３６】
ステップ（１）において、看護師が生体情報測定装置１１０を用いて患者１３０の血糖値
又は酸素飽和度を測定する。血糖又は酸素飽和度については、センサ部１１２において数
Ｈｚ～数ｋＨｚのサンプリング周期で数回～数十回の測定を行うことにより、患者１３０
の血糖値又は酸素飽和度の測定が可能となる。
【００３７】
一方で、読取装置１２０は通信を行うため、通信部１２５からキャリア周波数１３.５６
ＭＨｚ（キャリア信号）の出力を行う（ステップ（２））。読取装置１２０の通信部１２
５と生体情報測定装置１１０の通信部１１６との距離が所定距離以下、例えば１０ｃｍ以
下に接近または接触することで、読取装置１２０の通信部１２５の出力が生体情報測定装
置１１０の通信部１１６において受信される（ステップ（３））。
【００３８】
血糖計又は酸素飽和度計は所定回数の測定値により血糖値又は酸素飽和度を測定可能であ
るため、ステップ（３）において読取装置１２０の通信部１２５からの出力を生体情報測
定装置１１０の通信部１１６において受信すると、生体情報測定装置１１０はセンサ部１
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１２にて実施している測定を中断または停止し、通信中に測定された測定データは破棄す
る。血糖計又は酸素飽和度計は、通常の測定時においては表示部１１４の通信状態表示部
を消灯しているが、測定中に通信部１１６に通信を受信して測定データが確定できない場
合には、表示部１１４の通信状態表示部を点灯または点滅する。これにより看護師は測定
が実施できない理由を容易に判読可能となり、生体情報測定装置１１０と測定を妨害する
読取装置１２０（他の読取装置も含む）や他の電子機器との距離を離すなどの対応が可能
となる。
【００３９】
ステップ（３）からステップ（４）の間にて実施される通信では、生体情報測定装置１１
０が測定中であること、生体情報測定装置１１０から読取装置１２０に送信すべき測定デ
ータがないことや、生体情報測定装置１１０が血糖計又は酸素飽和度計であることなどの
情報を通知可能とする。ステップ（３）からステップ（４）の間にて実施される通信にお
いて、生体情報測定装置１１０が測定中であることを受信した読取装置１２０は、通信部
１２５の動作を停止させることでステップ（３）からステップ（４）の期間を短くするこ
とが可能となる。
【００４０】
ステップ（４）において、読取装置１２０の通信部１２５と生体情報測定装置１１０の通
信部１１６との距離が所定距離、例えば１０ｃｍ以上離れるか、又は通信が終了すること
により、読取装置１２０の通信部１２５からの出力が生体情報測定装置１１０の通信部１
１６において受信されなくなる。そうすることで生体情報測定装置１１０はセンサ部１１
６を再度動作させることで測定を再開する。その際、表示部１１４の通信状態表示部２０
３は消灯させる。
【００４１】
ステップ（５）において、生体情報測定装置１１０は測定を終了し、測定データを表示部
１１４に表示すると共に、記憶部１１３に記憶する。ステップ（５）以降において、読取
装置１２０からの通信要求があった場合、生体情報測定装置１１０は記憶部１１３に記憶
してある測定データを通信部１１６により読取装置１２０に送信可能となる。
【００４２】
生体情報測定装置１１０において測定データが確定した場合、看護師は生体情報測定装置
１１０の通信部１１６を読取装置１２０の通信部１２５の距離を通信可能な距離に近づけ
、測定データを電磁誘導結合による通信で生体情報測定装置１１０から読取装置１２０に
転送させる。
【００４３】
３．４　生体情報収集システム１００における処理の流れ（心電計の場合）
　次に、生体情報測定装置１１０として、心電計を用いた場合を説明する。生体情報測定
装置１１０及び読取装置１２０において実施される一連の処理は制御部１１１及び制御部
１２１のＣＰＵにおいて実行される。
【００４４】
ステップ（１）において、看護師が生体情報測定装置１１０を用いて患者１３０の心電を
測定する。心電については、センサ部１１２において数百Ｈｚ～数百ｋＨｚのサンプリン
グ周期で数分～数日の測定を行う。
【００４５】
一方で、読取装置１２０は通信を行うため、通信部１２５からキャリア周波数１３.５６
ＭＨｚ（キャリア信号）の出力を行う（ステップ（２））。読取装置１２０の通信部１２
５と生体情報測定装置１１０の通信部１１６との距離が所定距離以下、例えば１０ｃｍ以
下に接近または接触することで、読取装置１２０の通信部１２５の出力が生体情報測定装
置１１０の通信部１１６において受信される（ステップ（３））。
【００４６】
心電計は連続した心電波形を測定後に解析を実施するため、原因が明確であれば心電波形
に誤差が生じることはある程度許容される。よって、ステップ（３）において読取装置１
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２０の通信部１２５からの出力を生体情報測定装置１１０の通信部１１６において受信し
た場合においても、生体情報測定装置１１０はセンサ部１１２にて実施している測定を継
続し、測定中に通信が行われていること示す情報を測定データと共に記憶部１１３に記憶
する。心電計は、通常の測定時においては表示部１１４の通信状態表示部を消灯している
が、心電測定中に通信部１１６に通信を受信して測定データが確定できない場合には、表
示部１１４の通信状態表示部を点灯または点滅する。これにより看護師は測定が実施でき
ない理由を容易に判読可能となり、生体情報測定装置１１０と測定を妨害する読取装置１
２０（他の読取装置も含む）や他の電子機器との距離を離すなどの対応が可能となる。
【００４７】
ステップ（３）からステップ（４）の間にて実施される通信では、生体情報測定装置１１
０が測定中であること、生体情報測定装置１１０から読取装置１２０に送信すべき測定デ
ータがないことや、生体情報測定装置１１０が心電計であることなどの情報を通知可能と
する。ステップ（３）からステップ（４）の間にて実施される通信において、生体情報測
定装置１１０が測定中であることを受信した読取装置１２０は、通信部１２５の動作を停
止させることでステップ（３）からステップ（４）の期間を短くすることが可能となる。
【００４８】
ステップ（４）において、読取装置１２０の通信部１２５と生体情報測定装置１１０の通
信部１１６との距離が所定距離、例えば１０ｃｍ以上離れるか、又は通信が終了すること
により、読取装置１２０の通信部１２５からの出力が生体情報測定装置１１０の通信部１
１６において受信されなくなる。生体情報測定装置１１０はセンサ部１１２にて実施して
いる測定を継続し、表示部１１４の通信状態表示部２０３は消灯させる。
【００４９】
ステップ（５）において、生体情報測定装置１１０は測定を終了し、測定データを表示部
１１４に表示すると共に、記憶部１１３に記憶する。ステップ（５）以降において、読取
装置１２０からの通信要求があった場合、生体情報測定装置１１０は記憶部１１３に記憶
してある測定データを通信部１１６により読取装置１２０に送信可能となる。
【００５０】
生体情報測定装置１１０において測定データが確定した場合、看護師は生体情報測定装置
１１０の通信部１１６を読取装置１２０の通信部１２５の距離を通信可能な距離に近づけ
、測定データを電磁誘導結合による通信で生体情報測定装置１１０から読取装置１２０に
転送させる。
【００５１】
以上、生体情報測定装置として、電子体温計、電子血圧計、血糖計、酸素飽和度計、心電
計での適用例についてそれぞれ個別に説明したが、例えば、電子体温計と電子血圧計を一
体化した生体情報測定装置、電子体温計と酸素飽和度計を一体化した生体情報測定装置、
電子血圧計と心電計を一体化した生体情報測定装置等任意の組合せが可能である。また、
キャリア周波数として１３.５６ＭＨｚを例に説明したが、１３５ｋＨｚ以下の周波数や
その他のキャリア周波数における電磁誘導方式や、９５０ＭＨｚ帯域や２．５ＧＨz帯域
のキャリア周波数における電波方式においても適用は可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の生体情報収集システム１００の構成を示す図である。
【図２】生体情報測定装置１１０の一例である、電子体温計の外観構成を示す図である。
【図３】生体情報測定装置１１０の一例である、電子体温計の外観構成を示す図である。
【図４】読取装置１２０の一例として、外観構成図を示す図である。
【図５】生体情報収集システムにおける処理の流れを示す図である。
【符号の説明】
【００５３】
１１０　生体情報測定装置、１１１　制御部、１２０　読取装置、１２１　制御部、
１３０　患者、２００　体温計、２０２　表示部、３００　リーダ装置
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摘要(译)

要解决的问题：为了避免在电磁感应耦合的通讯产生的磁场的影响下发
生测量误差。 在能够通过通信传输测量的生物信息的生物信息测量装置
中，提供了用于测量生物信息的传感器单元和用于通过电磁感应耦合进
行通信的通信单元，并且该传感器单元测量生物信息。 一种生物信息测
量装置，其特征在于，在操作过程中，当通信单元从外部接收到用于通
信的载波信号时，生物信息的测量被中断或停止。 [选择图]图5
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